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【第 版】2.0

専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に

関する実証研究事業事務処理要領（都道府県用）

「専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業」における委託業

務を実施するために必要となる事務処理については、本事務処理要領において定める。

委託事業の構成

国（文部科学省） 委託契約 調査研究機関

委託契約 ・基礎データの分析及び検証

都道府県

Ⅰ 経済的困難な生徒に対する修学支援

（経済的支援含む）

Ⅱ 基礎データの収集

委託業務の内容

Ⅰ 私立専門学校生に対する修学支援について（ の業務は受託者が任意に実施可能 ）* 。

１．修学支援のためのアドバイスの実施

（ 、「 」生徒に対して修学のための支援を実施する者 以下 修学支援アドバイザー

という ）は、日本学生支援機構や民間団体が実施する奨学金の情報提供や、専。

門学校入学から卒業までに要する教育資金計画や貸与型奨学金の卒業後の返済計

画（ファイナンシャルプラン）の作成などの業務を実施する。

また、修学支援アドバイザーの配置に当たっては、都道府県において非常勤職

員や嘱託職員を雇用することや 必要な支援業務ごとに専門的な知識を持つ者 以、 （

下 「外部専門家」という ）に対して謝金を支払うなどして外部の人材を活用、 。

することなどにより対応することとする （都道府県内における経済的に修学困。

難な生徒が少数などの理由で、都道府県の職員として修学支援アドバイザーを雇

用する必要性がなく、外部専門家の活用等により十分アドバイス機能が果たせる

場合には、必ずしも都道府県が本業務のために新たに職員を雇用する必要はな

い ）。

なお、修学支援アドバイザーの支援の対象は、以下「２．経済的支援の実施に

ついて」の経済的支援を実施する生徒（以下 「協力者」という ）を基本とし、 。
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つつ、都道府県の委託業務実施計画において必要と認めた場合には、協力者以外

で経済的に修学困難な生徒等（高等学校や高等専修学校の生徒含む）及びその保

護者等に対するアドバイスや専門学校の教職員に対する研修会等も実施可能とす

る。

２．経済的支援の実施について

以下の（１）①及び②を満たす場合に、生徒の修学に必要な経費（授業料）に

対して支援金を支給する。

（１）経済的支援を実施するに当たっての要件

①生徒の要件

〔経済的要件〕

、 （ ）勉学に対する意欲がある生徒のうち 世帯 主たる家計支持者により判断

の経済的状況が以下のいずれかの要件に該当すること。

ア 生活保護法による保護費の受給

イ 個人住民税（市区町村民税及び都道府県民税）所得割が非課税（税額控

除前の所得割額が０円）

ウ 所得税が非課税（税額控除前の税額が０円）

エ 保護者等の倒産、失職などによる家計の急変

〔その他の要件〕

経済的に修学困難であることを理由に、生徒が在籍する専門学校から授業

料減免を受けていること。

〔上記の要件を満たしていても対象とならない者〕

上記の基準に該当したとしても、専門学校が授業料を全額免除することに

より専門学校に対して支払う授業料が存在しない者、及び国の「被災児童生

徒就学支援等事業」を活用した被災者向け支援事業により都道府県から支援

を受けている者、並びに外国人留学生は対象にならない。

②生徒が在籍する専門学校（又は学科・課程・コース）の要件

上記①に該当する生徒が在籍する専門学校が、以下のすべての項目に該当

すること。

※ただし、営利を目ア 私立の専修学校専門課程（専門学校）であること。

的とする法人により設置された専門学校を除く）

イ 職業人材の育成を目的としていることを学則等で定めている専門学校

（又は学科・課程・コース）であること。ただし、職業人材を目指すこ

とを目的とした専門学校であっても、協力者が在籍する学科・課程・コ

ースで判断した場合、その実施する教育内容が、職業人材の育成を目的

としていることが判断できない場合には、当該学科・課程・コースにつ

いては対象とならない。



- 3 -

ウ 専門学校が経済的理由により修学困難な生徒を対象とした授業料減免制

度に関する規程を整備し、選考委員会や面接をはじめとした客観的な方

法により授業料減免を受ける生徒を決定していること（協力者となる生

徒は、当該規程に基づき授業料減免を受けている必要がある 。。）

エ 学則等で定める授業料の額、並びに専門学校が実施する経済的支援の概

要、予算額及び支援総額を、原則として当該専門学校の ページにweb
より、公表していること（いずれも、事業実施年度を含めた過去５年間

分。事業実施年度の支援総額について、申請時に未確定の場合は記載不

要。経済的支援を平成２８年度から新たに実施する場合や、実施してい

る期間が５年に満たないなどの場合には、経済的支援の概要、予算額及

び支援総額については、実施期間分の情報を公開すること 。。）

オ 経費の適切な執行を担保するため、学校の財務会計に関する書類を作成

し、原則として当該専門学校の ページにより、公表していること。web
カ 学校教育法に規定された学校評価（自己評価）を実施し、その結果を、

原則として当該専門学校の ページにより、公表していること（自web
己評価については、生徒が支援を受けようとする年度の前年度中に実施

され公表している必要がある。そのため、事業実施年度に新設される専

門学校は対象外となる ）。

（留意事項）

◆ 協力者に対する経済的支援を実施する上で、専門学校の要件を全て満

たしていた場合でも、公費（国費及び都道府県費）を財源とする補助事

業等に関して当該補助金等の交付決定や契約の内容に反し、若しくは所

轄庁の処分又は指導に違反するなど、専門学校の運営上の問題が生じて

いると判断した場合には、当該専門学校を協力校とすることは望ましく

ない。※「協力校」の決定については、後述の「 ３）都道府県による（

協力校の決定について」を参照。

◆ 本委託事業において実施する経済的支援については、生徒個人に対す

るものであり、専門学校に対する支援ではないため、本事業における支

援金を生徒が受給することを理由として、専門学校が前年度に実施して

いた授業料減免の減免額を減少させ、本事業における支援金を専門学校

の授業料減免額減少分に充てることで、支援金の受給対象となる生徒が

負担する授業料の減額分が結果的に前年度と変わらないなど、支援金が

実質的に専門学校の運営費に充てられていると判断されるような事態が

生じることがないよう、受託者においては、専門学校に対して十分注意

を促すこと。このような事態が生じた場合には、当該専門学校は対象の

専門学校から除外するので、十分注意すること。

◆ 専門学校が実施する授業料減免については、経済的理由により修学困

難な生徒であることを理由として授業料減免を受けていることが必要と
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なる。専門学校によっては 「奨学金」という名称であっても、当該奨、

学金が給付型の支援であり、授業料等の納付金に充当することをあらか

じめ定めている場合もある。このように、専門学校により給付型の奨学

金が直接的に授業料に充てられることが定められている場合には、実質

的に授業料の減免をしていると判断できるので、上記「 １）経済的支（

援を実施するに当たっての要件」に記載の「経済的に修学困難であるこ

、 」とを理由に 生徒が在籍する専門学校から授業料減免を受けていること

という要件については満たしていると判断して差し支えない。

◆ 在学中には貸与型の奨学金としての取扱であったが、卒業後、特定の

、 。就職先に勤続した場合等に 返還が免除される形式の奨学金も存在する

本事業を実施する上では、協力者として指定を受ける年度に、当該生徒

の授業料を専門学校が直接的に減額している必要があるので、卒業後に

一定の条件のもとで、返還が免除される奨学金を受けていたとしても、

支援金の受給の要件を満たしているとは判断できない。

③ その他

ア 協力者が、複数の専門学校に在籍し、いずれの専門学校からも経済的

理由により授業料減免を受けていたとしても、本委託事業における経済

的支援（以下「支援金」という ）受給の申請ができるのは一つの専門。

学校からのみとし、支援金の額は、一つの専門学校から受ける授業料減

免の金額を基に算定するものとする。

例： 専門学校、 専門学校の両方に在籍している生徒が、経済的理由A B
により修学困難であることを理由にいずれの専門学校からも２０万

円の授業料減免を受けている場合には、どちらか一方の専門学校か

ら１０万円（減免額２０万円の２分の１）の支援金受給を申請でき

る。

イ 専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する効果検証等のた

めに実施するアンケート調査やヒアリング調査に協力する必要があるこ

とを協力者に対して十分周知すること。なお、アンケート調査は記名式

で実施すること、家計所得などの個人的な状況もアンケート調査の項目

に入ること、本事業を文部科学省が実施している期間に継続してアンケ

ート調査（追跡調査）があること、についてもあらかじめ生徒に説明し

了解を得た上で協力者を決定する必要がある。

ウ 協力者が支援金を受ける年度に取得を目指す技能・資格や、目指して

いる職業など、あらかじめ目標を定め、そのために必要な（専門学校が

実施する）講義・実習等を受講し、その結果について自己評価（必要に

応じて教員による評価）を実施し、都道府県に報告する必要があること

を周知すること （ 別添１」の様式例を参照）。「

エ 都道府県の判断により、協力者の選考基準や専門学校（協力校）の基
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準に、付加的な要件を別途設定することも可能とすること （例：成績。

基準、学校関係者評価の実施・公表、職業実践専門課程認定校 等）

オ 働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再

就職の促進を図ることを目的として実施される給付制度である「専門実

践教育訓練給付金」を在学中に受給している協力者がいる場合には、こ

の支援を受けていない協力者を優先的に支援することが望ましいこと。

（留意事項）

◆ 本事業の協力校で、かつ厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練の対

象となる専門学校（指定教育訓練実施者）のリストを、厚生労働省を通じ

て全国のハローワークに提供する予定であるので、当該専門学校に在籍す

る生徒が専門実践教育訓練給付金の受給申請をした場合には、当該生徒の

住居所を所轄するハローワークから都道府県（又は専門学校）に対して、

専門実践教育訓練給付金の申請があった生徒が本委託事業における協力者

であるか否かの照会があり得るので、あらかじめ御承知おき願いたい。

◆ 支援金の効果を測定する上では、経済的に修学困難な生徒のうち支援金

を受給した者と、それ以外の者とのデータ比較し、支援の有無という観点

の比較分析を実施することも重要である。このため、協力校に在籍する協

力者以外の生徒に対するアンケート調査の実施を依頼するので、都道府県

におかれては、本事業の効果検証のために必要となる調査に積極的な御協

力をお願いします。特に、協力校を決定する際には、このことに協力をい

ただきたい旨伝達願います。

（２）経済的支援の対象経費及び支援金の額について

① 対象経費

経済的支援の対象となる経費は、学則等で定められた「授業料」とし、

入学料、施設整備費、実習費等の納付金については対象とならない。

、「 」 、 、また ② 支援金の額 を算定する上でも 授業料以外の納付金の額

及びこれらの納付金に対する減免額は考慮しない。

② 支援金の額

支援金の額は、専門学校が実施した授業料減免額を基礎として算定した

金額の２分の１以内とする。ただし、１年間の授業料に充てる支援金の上

限額は専門学校の学則等で定める授業料の４分の１の金額を超えないもの

する。また、専門学校が実施する授業料減免額が生徒一人当たり 万円20
（学則等で定める授業料が 万円未満の場合には、学則等で定める授業60
料の の金額（千円未満切り捨て ）を下回る場合には、支援金支給の1/3 ）

対象外とする。
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例ⅰ：授業料が１００万円、経済的に修学困難なことを理由として専門学校の

実施する授業料減免の額が５０万円の場合には、委託費による支援金の

額は減免額（５０万円）の２分の１（２５万円）で、かつ授業料（１０

） （ ） 。０万円 の４分の１ ２５万円 を超えない金額である２５万円となる

例ⅱ：授業料が１００万円、経済的に修学困難なことを理由として専門学校の

実施する授業料減免の額が７０万円の場合には、委託費による支援金の

額は減免額（７０万円）の２分の１（３５万円）で、かつ授業料（１０

） （ ） 。０万円 の４分の１ ２５万円 を超えない金額である２５万円となる

例ⅲ：授業料が４２万円、経済的に修学困難なことを理由として専門学校

の実施する授業料の減免額が１４万円の場合には、委託費による

支援金の額は減免額（１４万円）の２分の１（７万円）で、かつ

授業料（４２万円）の４分の１（１０．５万円）を超えない金額

である７万円となる【学則等で定める授業料が６０万円未満の場

合 。】

例ⅳ：授業料が１００万円、経済的に修学困難なことを理由として専門学校が実

施する授業料減免の額が２０万円、成績優秀であることを理由として専

門学校が実施する授業料減免の額が２０万円の場合には、委託費による

支援金の額は経済的に修学困難であることを理由とした減免額（２０万

円）の２分の１（１０万円）で、かつ授業料（１００万円）の４分の１

（２５万円）を超えない金額である１０万円となる（経済的理由による

減免２０万円と成績優秀による減免２０万円の合計４０万円を基に算定

するのは誤り 。。）

50
万

25
万

25
万

学校の減免額 県の支援額 生徒の負担額

70
万

25
万

5
万

学校の減免額 県の支援額

経済的理由による
学校の減免額

委託費による
支援額 生徒の負担額

20
万

50
万

20
万

10 
万

成績優秀による
学校の減免額

20万円の2分の1以内

学校の減免額 県の支援額 生徒の負担額

14
万

７
万

21
万
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（留意事項）

◆ 支援金の受給申請額が国と都道府県との契約額を上回った場合、可能な

限り、委託要項「１０．業務計画の変更等」に定める業務計画の変更、又

は経費の流用により対応することが望ましい。なお、事業計画の変更や、

経費の流用を検討したとしても、圧縮率を乗じる必要がある場合には、そ

の旨、当省まで相談すること。

（３）都道府県による協力校の決定について

上記（１）の「②生徒が在籍する専門学校（又は学科・課程・コース）の

要件」を満たしている専門学校に対し、下記（４）の支援金の支給に係る手

続（募集・申請・決定・交付）を行う。

※下記 ４ の手続の上 協力者が在籍する専門学校を 協力校 とする 都（ ） 、 「 」 （

道府県による協力校への特別な決定手続は必須ではない 。。）

（４）支援金の支給手続について

支援金の支給に係る事務手続については、以下の①から⑤の手続に従い実

施すること。なお、本項目で定める支援金支給手続にかかる申請様式や、交

付決定通知の様式については、必ずしもこの様式に限らず、都道府県が別途

定める様式によることも可能である。

① 生徒からの申請

協力者の募集及び支援金受給のための申請手続は、専門学校を通じて実

施することとする。

生徒からの申請を受領した専門学校は、自校の生徒の申請書を取りまと

めのうえ、以下の書類を添付し、都道府県に提出するものとする。

・専門学校の授業料減免に関する規程

・専門学校が実施した授業料減免の対象者の選考結果

・協力者に対する授業料減免の決定通知書

・協力者の世帯（又は協力者）が上記「２ （１）①」に掲げる経済的基．

準であることを証明する書類

・授業料等支援金受給申請一覧（ 別添２」参照）「

・授業料等支援金受給申請書（ 別添３」参照）「

・その他、都道府県が必要とする書類

※申請一覧及び申請書以外の書類については原本ではなく写しの提出で

可。

※提出書類については例示です。適宜、受託先の都道府県において内容

を修正してください。
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② 都道府県による経済的要件の認定及び協力者の決定

都道府県は、専門学校を通じて生徒から提出された授業料等支援金受給

申請書及び関係書類を審査し 「協力者」を決定する。、

また、当該審査結果については、専門学校を通じて協力者に対して通知

するものとする （ 別添４」参照）。「

なお、経済的基準の判断方法は、以下のとおりとする。

ア 生活保護世帯

原則として、都道府県が協力者を決定する時点における最新の生活

保護受給証明書又は保護決定通知書により判断することが望ましい。

ただし、専門学校が実施する授業料減免の対象者を決定する際に、専

門学校が生活保護受給証明書又は保護決定通知書を生徒から提出させ

ている場合には、当該証明書又は通知書が最新のものでなくても、専

門学校が所持する書類で判断して差し支えない。なお、協力者が属す

る世帯が生活保護を受給するに当たり、当該協力者自身が世帯分離さ

れている場合でも、当該協力者の主たる家計支持者が生活保護法に基

づく保護費を受給している場合には支援の対象とする。

イ 個人住民税所得割非課税世帯

課税 非課税 証明書 納税証明書 納税通知書 又は 特「 （ ） 」、「 」、「 」 「

別徴収税額の決定通知書」等により判断する。これらの書類について

は、４月～６月であれば前年度の書類で判断し、７月～翌３月であれ

ば当該年度の書類により判断することが望ましい。ただし、専門学校

が実施する授業料減免の対象者を決定する際に、専門学校が個人住民

税所得割非課税であることを証明する書類を既に生徒から提出させて

いる場合には、当該書類が最新のものでなくても、専門学校が所持す

る書類で判断して差し支えない。

なお、個人住民税の所得割額が０円であったとしても、寄附金税額

控除や住宅借入金等特別税額控除などの税額控除により所得割が課税

されていない場合には、本委託事業における「個人住民税所得割非課

税世帯」とは判断しない。所得割額が非課税か否かついては 「税額、

控除前所得割額」により判断すること。

ウ 所得税非課税世帯

「給与所得の源泉徴収票」又は「確定申告書（控え 」により判断）

する。これらの書類については、最新のもので判断することが望まし

。 、 、い ただし 専門学校が実施する授業料減免の対象者を決定する際に

専門学校が所得税非課税であることを証明する書類を既に生徒から提

出させている場合には、当該書類が最新のものでなくても、専門学校
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が所持する書類で判断して差し支えない。

なお、所得税の納税額が０円であったとしても、住宅借入金等特別

税額控除などの税額控除により所得税が課税されない場合には、本委

託事業における「所得税非課税世帯」とは判断しない。所得税が非課

税か否かついては、税額控除前の税額により判断すること。

エ 家計急変世帯

保護者など、主たる家計支持者の失職、破産、事故、病気、死亡又

は火災・風水害等の災害等により授業料の支払いが困難となったこと

により判断する。

、 、 、 、なお 社会人学生など 生徒本人が 主たる家計支持者の場合には

本人が家計急変の状態になった場合でも対象とする。

（留意事項）

◆ 上記「ア」～「エ」であることを証明する書類については、協力者を

決定する上で、必ず必要になるので、紛失などにより、これに該当する

ことを証明することができない場合には、協力者に指定することはでき

ない（支援金を支給することはできない 。協力者の募集の際には、こ）

のことを十分周知すること。

◆ 「個人住民税所得割非課税世帯」及び「所得税非課税」については、

税額控除前の税額で判断していることについては、本実証研究事業が、

経済的理由により修学を断念することがないよう、教育機会を確保する

ことを目的の一つとしていることによります。仮に税額控除後の課税額

で判断した場合には、様々な税額控除をした結果、非課税となっている

高所得世帯の者に対する支援となる可能性が排除できないため、このよ

うな取扱いとしています。

③ 支援金の専門学校による代理受領

都道府県からの支援金は、その使途を協力者の授業料に限定するため、

専門学校による代理受領とする。その際、専門学校は都道府県から受領す

る支援金を当該協力者の「授業料」として経理することを原則とし、専門

学校が当該協力者に対して有する授業料の債権の弁済に充てることによ

り、協力者が支払うべき授業料を直接減額させることとする。

なお、専門学校が協力者に支給される支援金を代理受領するため、協力

者決定の通知後に、協力者本人から専門学校に対して代理受領のための委

任状（別添５）を提出させる必要がある（生徒からの支援金受給申請時に

併せて提出させることでも差し支えないが、仮に協力者として決定されな

かった場合には、委任状を返還するなど適切に対応すること 。。）
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④ 支援金支給の時期及び回数

支援金は、原則として、協力者への支援金の代理受領者である専門学校

からの請求に応じて支給するものとする。

ただし、専門学校が定める授業料の納付期限までに専門学校に対して支

援金を交付できない場合には、以下のいずれかの方法により対応する（可

能な限り、支払いの猶予により対応することが望ましい 。）

・専門学校が都道府県から支援金を交付されるまでの間、支援金により

支払われる協力者の授業料の支払いを猶予、又は支払いの分納を認め

てもらう

・協力者に一旦授業料を納付させ、都道府県が専門学校に対して協力者

への支援金を交付した後に、専門学校から当該協力者に対し、支援金

と同額を返金する

（留意事項）

◆ 専門学校が協力者に対して支援金相当分の授業料を返金する場合には当

該返金に係る振込手数料を減額した分を返金して差し支えない。ただし、

その当該返金に係る振込手数料を金融機関に支払った際の証跡書類が必要

でることに留意させること。

なお、支援金が協力者の授業料に確実に充当されたことを証明するため

の証跡書類（協力者の受領書、減額後の授業料請求書、返金の際の振込を

証する書類 など）を取得し、協力者の授業料に充当されたことを（必要

に応じて実地調査の上）確認すること。

⑤ 休学・退学等による授業料の返納がある場合の取扱

協力者が、専門学校から休学・退学等の理由により授業料を返納された

場合には、協力者の授業料に充てるために都道府県から代理受領した支援

金は、協力者から専門学校を通じて都道府県に対して全額返還させるもの

とする。ただし、専門学校から生徒への返納額を上限額とする。

なお、専門学校が既納の授業料を生徒に返納しないことを定めている場

合には、協力者から都道府県に対しての返還も必要ありません。

例ⅰ：支援金（２０万円）を受給した生徒（協力者）が、休学・退学等の理由に

より専門学校から３０万円の授業料が返納される場合には、都道府県は協

力者から専門学校を経由して当該返納額のうち２０万円を返還してもらう

必要がある（協力者に最終的に返納される額は１０万円となる 。）

例ⅱ：支援金（２０万円）を受給した生徒（協力者）が、休学・退学等の理由に

より専門学校から１０万円の授業料が返納される場合には、都道府県は協

力者から専門学校を経由して当該返納額全額（１０万円）を返還してもら

う必要がある（協力者に最終的に返納される額は０円となる 。）
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*３．都道府県において必要と考える修学支援等の実施

（１）学生生活相談の実施

学校、社会、家庭での生活など、専門学校の生徒が抱えている様々な問題

に対する相談を受け、問題解決に向けた支援を実施する。

（２）就職相談の実施

各専門学校が実施する就職支援と連携した就職相談や、職場開拓等の就職

活動側面支援、インターンシップのための学校と企業のマッチングなど、専

門学校生の就職に向けた取組を実施する。

（３）児童養護施設出身者等に対する助言等の実施

児童養護施設出身者については、問題等を抱えていても相談できる相手が

おらず、専門学校に進学をしたものの中途退学をする者も多いことから、必

要な助言・相談の機会を提供し、問題解決に向けた支援を実施する。

（４）その他

上記の業務のほか、各都道府県において実施を希望する修学支援等を実施

する。

Ⅱ．基礎データの収集について

本委託事業における「基礎データの収集」業務は、経済的支援の実施の有無によ

る効果の分析・検証を実施するため、協力者・専門学校（協力校）に対する調査と

ともに、各都道府県及び全ての専門学校に対する調査を実施する。

〔調査項目（例 〕）

・授業料等の生徒納付金額

・中途退学者数

・学校評価の実施状況

・専門学校独自の経済的支援の実施状況

・経済的に修学困難な生徒数

※ 委託業務において収集する基礎データの項目、及び協力者へのアンケート調

査項目については、別途、文部科学省と調査研究機関とで作成の上、送付しま

す。

※ アンケート調査は記名式で実施すること、家計所得などの個人的な状況もア

ンケート調査の項目に入ること、本事業を文部科学省が実施している期間に継

続してアンケート調査（追跡調査）があること、についてはあらかじめ生徒に

説明し了解を得てください。
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（別添１）

協力者の年次目標について（様式例）

専門学校名／課程・学科・

コース名／学年

協力者氏名

評価期間

達年次目標 自己評価
困

成（いつまでに、何を、どの水準まで） （目標達成状況、その他、特筆すべき事情
難

※必要に応じて教員による評価を実施度

1

2

3

《その他特記事項（自由記述 》）

（困難度） （達成）

◎…特に困難 Ｓ…設定した目標を十分上回る結果であった

○…困難 Ａ…設定した目標を達成できた

△…比較的困難 Ｂ…設定した目標をおおむね達成できた

無印…上記以外 Ｃ…設定した目標を達成できなかった

※協力者の年次目標について、この様式によらず、上記の項目が記載されている既存様式又

は別途作成したものによる代用も可能とする。
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（別添２）

授業料等支援金受給申請一覧（例）

専門学校名：

（単位：円）

補助希望額No 氏 名 学 科 名 学年 要件
学則等で 経済的理由

定める授業料 による減免額

600,000 200,000 100,000１ ○○ ○○ ●●学科 １年 ①

800,000 300,000 150,000２ □□ □□ ■■学科 ２年 ②

900,000 400,000 200,000３ △△ △△ ▲▲学科 ３年 ④

４

５

６

７

８

９

10

900,000 450,000合計

◆「要件」欄におけるカテゴリー

①生活保護

②市町村民税所得割非課税

③所得税非課税

④家計急変

※複数の要件に該当する場合には、数字が若いカテゴリーを記載すること。

（添付資料）

・専門学校の授業料減免に関する規程

・専門学校が実施した授業料減免の対象者の選考結果

・生徒に対する授業料減免の決定通知書

・協力者の世帯（又は協力者）の経済的基準に係る証明書類

・生徒から提出された授業料等支援金受給申請書

・その他、都道府県が必要とする書類
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（別添３）

授業料等支援金受給申請書（例）

都道府県担当部局名

役職・氏名 殿

《都道府県における事業名 （又は、平成○○年文部科学省委託事業「専門学校生》

への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業 ）における授業料等支援金」

の受給を申請します。

申請する授業料等支援金の額 ： ○○○，○○○円

平成○○年○○月○○日

○○専門学校・○年

氏名 ○○ ○○ 印

※上記の項目が記載されていれば、都道府県において独自に様式を定めることも差し支

えない。
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（別添４）

協力者指定・授業料等支援金決定通知書（例）

○○専門学校

○ ○ ○ ○ 様

都道府県担当部局名

役職・氏名 印

貴殿を 《都道府県における事業名 （又は、平成○○年文部科学省委託事業「専門、 》

学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業 ）における協力者に指」

定し、下記の支援金を支給することを決定しましたので通知します。

また、協力者の指定期間は平成○○年 月 日までとし、その期間中、文部科学省

や本県修学支援アドバイザー等が実施するアンケート調査等への協力をお願いします。

なお、休学や退学などの理由により、専門学校から授業料の返納があった場合には、

下記の授業料等支援金と同額（ただし、専門学校からの返納額を上限とする）を返還す

る必要があることを申し添えます。

記

授業料等支援金： ○○○，○○○円

。※支援金の名称は各都道府県都道府県における予算費目を記入

※上記の項目が記載されていれば、都道府県において独自に様式を定めることも差し支

えない。
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（別添５）

○○委任状

私は、○○○○（←学校法人名及び専門学校名を記入）に対し、下記の

事項を委任し、その代理権を付与します。

記

平成○○年度授業料に対して○○県から支給される○○費（都道府県に

おける予算費目を記入）を受領する件

平成○○年○○月○○日

○○専門学校・○年

委任者 ○○ ○○ 印
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【第 版】2.0

専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する

実証研究事業事務処理要領（専門学校用）（例）

※本事務処理要領案は、標準的なものを示しています。都道府県が定める要項に基づき実

施する場合には、その手続に従っていただいて結構です。

「専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業」において、都道

府県から経済的支援を受ける生徒（以下「協力者」という ）が在籍する専門学校におけ。

る事務に関して、基本的に必要となる事務処理、並びに専門学校における留意点をまとめ

たので、参考にしてください。

１．専門学校による授業料減免の実施【専門学校→生徒】

専門学校に在籍する生徒が都道府県から支援金を受給するためには、文部科学省

（又は都道府県）が定める経済的要件に該当し、かつ生徒が在籍する専門学校（又

は専門学校の設置者）から経済的理由により修学が困難であることを理由に授業料

減免を受けていることが必要となります。

このため、専門学校においては、経済的理由により修学困難な生徒を対象とした

授業料減免に関する規程を整備し、選考委員会や面接をはじめとした客観的な方法

により授業料減免を受ける生徒を決定することが必要です（協力者となる者は、当

該規程に基づき協力者が授業料減免を受けていることが必要であり、支援金の申請

の要件となります 。。）

また、専門学校が実施する授業料減免については、経済的理由により修学困難で

ある生徒への支援であることが、その減免の目的となっている必要がありますが、

授業料減免の対象となる生徒数（や専門学校の予算額）に限りがあり、経済的理由

により修学困難であるすべての生徒に対して授業料減免を実施できないなどの理由

により、修学困難な生徒のうち数人を選定して授業料の減免を行う場合には、学業

成績や出席状況などの要件を総合的に判断して授業料減免の対象者を決定すること

が考えられます。このような場合でも、当該授業料減免が、経済的理由により修学

困難な生徒への経済的支援を目的としていることが判断できれば、支援金の受給要

件である「経済的に修学困難であることを理由に、生徒が在籍する専門学校から授

業料減免を受けていること 」を満たしていることになります。。

なお、学業成績優秀者などの基準を用いた育英の観点から実施する授業料減免制

度を運用している専門学校において、この基準により選考された授業料減免対象者

が、結果的に経済的理由により修学困難であった場合などは、経済的理由により修

学困難な生徒を対象とした授業料減免に関する規程により授業料減免を受けたこと

にはならないため、本委託事業における支援金支給の対象者にならないので注意し

てください。
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（留意事項）

◆ 本事業の協力者を都道府県が指定する際には、経済的理由により修学困

難な生徒であることを理由として授業料減免を受けていることがその要件

となりますが、専門学校が「奨学金」という名称で、当該奨学金を給付型

の支援として授業料等の納付金に充当することをあらかじめ定めており、

給付型奨学金が直接的に授業料に充当されている形態となっている場合に

は、実質的に授業料減免と同様の支援となるので 「経済的に修学困難で、

あることを理由に、生徒が在籍する専門学校から授業料減免を受けている

こと 」との要件は満たしていると判断します。ただし、貸与型の奨学金。

の場合には、対象にならないので御注意ください。

◆ 在学中には貸与型の奨学金としての取扱であったが、卒業後、特定の就

職先に勤続した場合等に、返還が免除される形式の奨学金も存在します。

本事業を実施する上では、協力者として指定を受ける年度に、当該生徒の

授業料を専門学校から直接的に減額されている必要がありますので、卒業

、 、後に一定の条件のもとで 返還が免除される奨学金を受けていたとしても

支援金の受給の要件を満たしているとは判断できませんので、御注意くだ

さい。

２．協力者の募集【都道府県→専門学校→生徒】

協力者の募集は、都道府県から専門学校を通じ、上記「１ 」により授業料減免．

を受けた生徒に対して実施します。

、 、 （ ）なお 協力者募集の対象となる専門学校については 文部科学省 及び都道府県

が定める要件を満たしていることが必要です。

〔要件〕

※ただし、営利を目的とすア 私立の専修学校専門課程（専門学校）であること。

る法人により設置された専門学校を除く）

イ 職業人材の育成を目的としていることを学則等で定めている専門学校（又は

学科・課程・コース）であること。ただし、職業人材を目指すことを目的と

した専門学校であっても、協力者が在籍する学科・課程・コースで判断した

場合、その実施する教育内容が、職業人材の育成を目的としていることが判

断できない場合には、当該学科・課程・コースについては対象とならない。

ウ 専門学校が経済的理由により修学困難な生徒を対象とした授業料減免制度に

関する規程を整備し、選考委員会や面接をはじめとした客観的な方法により

授業料減免を受ける生徒を決定していること（協力者となる生徒は、当該規

程に基づき授業料減免を受けている必要がある 。。）

エ 学則等で定める授業料の額、並びに専門学校が実施する経済的支援の概要、

予算額及び支援総額を、原則として当該専門学校の ページにより、公web
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表していること（いずれも、事業実施年度を含めた過去５年間分。事業実施

年度の支援総額について、申請時に未確定の場合は記載不要。経済的支援を

平成２８年度から新たに実施する場合や、実施している期間が５年に満たな

いなどの場合には、経済的支援の概要、予算額及び支援総額については、実

施期間分の情報を公開すること 。。）

オ 経費の適切な執行を担保するため、学校の財務会計に関する書類を作成し、

原則として当該専門学校の ページにより、公表していること。web
カ 学校教育法に規定された学校評価（自己評価）を実施し、その結果を、原則

として当該専門学校の ページにより、公表していること（自己評価にweb
ついては、生徒が支援を受けようとする年度の前年度中に実施され公表して

いる必要がある。そのため、事業実施年度に新設される専門学校は対象外と

なる ）。

※上記のほか、都道府県において要件を定める場合には、記載してください。

３．生徒による支援金の申請書類提出【生徒→専門学校→都道府県】

都道府県からの支援金受給を希望する生徒は、専門学校を通じて都道府県に対し

て申請書を提出することになるので、専門学校は自校の生徒に係る申請書等（対象

となる生徒のうち文部科学省（又は都道府県）が定める経済的要件を満たしている

ことを証明する書類を含む）を取りまとめの上、都道府県に提出してください。

この際、経済的要件を満たしていることを証明する書類については、申請者であ

る生徒が、その時点で最新のものを取得し、専門学校を通じて都道府県に対して提

出することが望ましいですが、専門学校が実施する授業料減免の対象者を判断する

際に取得した書類（例えば、前年度の課税証明書など）がある場合には、仮に、都

道府県への申請時点で最新の書類を取得できるとしても、専門学校が授業料減免を

実施する際に判断材料とした書類を添付することで差し支えありません。

〔申請時に必要となる書類〕

・専門学校の授業料減免に関する規程

・専門学校が実施した授業料減免の対象者の選考結果

・協力者に対する授業料減免の決定通知書

・協力者の世帯（又は協力者）が上記「２ （１）①」に掲げる経済的基準であ．

ることを証明する書類

・授業料等支援金受給申請一覧（ 別添２」参照）「

・授業料等支援金受給申請書（ 別添３」参照）「

・その他、都道府県が必要とする書類

※申請一覧及び申請書以外の書類については原本ではなく写しの提出で可。

※提出書類については例示です。適宜、受託先の都道府県において内容を修正

してください。
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４．都道府県による審査・協力者決定【都道府県】

５．協力者決定の通知【都道府県→専門学校→協力者】

都道府県が受領した申請書等を審査の上、申請した生徒を協力者として決定した

場合には、専門学校に協力者決定の通知が届くため、当該決定通知書を申請した生

徒に通知してください。

６．協力者の年次目標及び委任状（写し）の提出【協力者→専門学校→都道府県】

、 、協力者決定の通知を受け取った協力者は 当該年度に取得を目指す技能・資格や

目指している職業など、あらかじめ目標を定め、都道府県に報告する必要がありま

す。このため、専門学校は自校の協力者全員の年次目標を取りまとめの上、都道府

県に提出してください （当該目標設定については、必要に応じて担当教員と相談。

の上作成してください ）。

また、下記「７ 」に記載のとおり、協力者に支給される支援金は専門学校によ．

る代理受領となるため、代理受領のための委任状（別途様式あり）を協力者から専

門学校に対して提出させ、その写しを都道府県に提出してください（生徒からの支

援金受給申請時に併せて都道府県に対して提出しても差し支えありませんが、仮に

協力者として決定されなかった場合には、委任状を本人に返還するなど適切に対応

してください 。。）

７．支援金の受給【都道府県→専門学校（協力者 】）

都道府県から協力者に支給される支援金は、その使途を協力者の授業料に限定す

るため、専門学校による代理受領とします。その際、専門学校は都道府県から受領

する支援金を当該協力者の「授業料」として経理することを原則とし、専門学校が

当該協力者に対して有する授業料の債権の弁済に充てることにより、協力者が支払

うべき授業料を直接減額させるようにしてください。

専門学校による支援金の受領が授業料の支払期限に間に合わない場合も想定され

ますが、専門学校においては、可能な限り、当該協力者の授業料に係る支援金相当

額の支払期限を猶予することや、分納を認めることなどにより、経済的理由により

修学困難な協力者の負担を軽減するよう、御協力をお願いします。

仮に、授業料は前年度の３月末日までに支払わなければならないことが定められ

ているなどの事情があり、専門学校が支援金を代理受領する際に、協力者の授業料

債務がすでに弁済されている場合には、都道府県から支援金を受領した後、すでに

協力者から受け取っている授業料のうち、支援金相当額を協力者に対して返金する

ことにより対応するようにしてください。当該返金を金融機関の個人口座へ振込す

る場合には、当該振込に係る振込手数料を減額した分を返金して差し支えありませ

んが、当該返金に係る振込手数料を金融機関に支払った際の証跡書類の提出が必要

になるので、準備するようにしてください。
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８．協力者に対する各種アンケートに係る協力等

協力者に対しては、上記「６ 」に記載の年次目標の提出、及び文部科学省（又．

） 。は都道府県 が実施する各種アンケート調査への協力をお願いすることになります

アンケート項目及び調査票については、別途、送付することになりますが、アンケ

ート調査は記名式で実施すること、家計所得などの個人的な状況もアンケート調査

の項目に入ること、本事業を文部科学省が実施している期間に継続してアンケート

調査（追跡調査）があること、についてもあらかじめ生徒に説明し、了解を得た上

で申請するように生徒に十分周知をしていただくようお願いします。

支援金の効果を測定する上では、経済的に修学困難な生徒のうち支援金を受給し

た者と、それ以外の者とのデータ比較し、支援の有無という観点の比較分析を実施

することも重要です。このため、別途、協力校に在籍する協力者以外の生徒に対す

るアンケート調査の実施を依頼させていただきますので協力校におかれては、本事

業の効果検証のための調査に積極的な御協力をお願いします。

９．都道府県に対する証跡書類の提出

専門学校が代理受領した支援金を適正に処理したことを証明する書類を都道府県

に提出する必要があります（提出時期は各都道府県が別に通知します 。協力者。）

が専門学校から授業料を減免されていることについては、申請時の書類で判断でき

るため、ここでは、支援金が実際に協力者の授業料に充てられたかを判断するため

に必要となる書類を例示します。

〔証跡書類の例〕

・協力者への授業料請求書（専門学校による授業料減免及び支援金を除いた授

業料が記載されているもの）

・専門学校が発行する授業料領収書や協力者が授業料を振り込んだ際の振込代

金領収書（専門学校による授業料減免及び支援金を除いた授業料が記載され

ているもの。他の納付金と併せて支払う場合など、授業料のみの金額が表示

されない場合には、金額の内訳が記載された書類や金額の根拠となる資料を

添付してください〔様式自由 ）〕

※ 各専門学校において、授業料請求書や授業料領収書について既存の様式

がない場合については、お手数をおかけいたしますが本事業の証跡書類と

して新たに作成をお願いします（上記のとおり専門学校による授業料減免

及び支援金を除いた授業料が記載されているものとしてください 。）

（専門学校が協力者から既納の授業料を返金する場合）

・協力者に返金した際に協力者が支援金相当額を受領したことを証明する書類

（例：受領書、領収書など）

・専門学校から協力者への振り込みを証明する書類（例：振込明細書など。専

門学校による授業料減免等と同時に振り込んだ場合など、振込金額が支援金
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額と異なる場合には、金額の内訳が記載された書類や金額の根拠となる資料

を添付してください ）。

※このほか、支援金を協力者の授業料に充当したことを証明することができ

る書類がある場合には、その書類も併せて都道府県に提出してください。

また、厚生労働省が実施する「専門実践教育訓練給付金」を受給する予定がある

（又は、現に受給している）生徒が協力者になる場合には、生徒が教育訓練給付金

を受給するために、協力者の住居所を所轄するのハローワークに対して提出する書

類のうち 専門学校 指定教育訓練実施者 が生徒に対して発行する書類 例： 教、 （ ） （ 「

育訓練給付（第 条の２の７第２号関係）受講証明書 「専門実践教育訓練修了101 」、

証明書 「領収書 「返還金明細書 ）に、都道府県からの支援金の受給額（又は」、 」、 」

受給申請（予定）額）及び専門学校が実施した授業料減免額を必ず明記してくださ

い。

なお、本委託事業の協力校で、かつ、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練

の対象となる専門学校（指定教育訓練実施者）のリストを、厚生労働省を通じて全

国のハローワークに提供する予定なので、当該専門学校に在籍する生徒が「専門実

践教育訓練給付金」の受給申請をした場合には、当該生徒の住居所を所轄するハロ

ーワークから専門学校に対して本委託事業における協力者であるか否かの照会があ

り得ることを、あらかじめ御承知おきください。

１０．協力者の年次目標に対する自己評価の作成・都道府県への報告

上記「６ 」において協力者が作成し都道府県に提出した年次目標について、協．

力者が自己評価（必要に応じて、教員等による評価を入れることも可能）を実施す

る。この評価結果については、都道府県に報告する必要があるため、専門学校は自

校の協力者全員の年次目標及びその評価が記載された書類を取りまとめの上、都道

府県に提出してください。

１１．協力者の休学・退学等の取扱いについて

協力者の休学・退学等の理由により、専門学校が授業料を返納する場合には、協

力者の授業料に充てるために都道府県から代理受領した支援金は、協力者が専門学

校を通じて全額都道府県に返還してください。ただし、専門学校から協力者に対し

て返納する額が支援金額に満たない場合には、返納額を上限として返還すれば結構

です。

なお、専門学校が既納の授業料を生徒に返納しないことを定めている場合には、

協力者から都道府県に対しての返還も必要ありません。

例ⅰ：支援金（２０万円）を受給した生徒（協力者）が休学・退学等の理由により、専

門学校から協力者に３０万円の授業料が返納される場合には、都道府県は協力者

から専門学校を経由して当該返納額のうち２０万円を返還してもらう必要があり

ます（協力者に最終的に返納される額は１０万円となる 。）
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例ⅱ：支援金（２０万円）を受給した生徒（協力者）が休学・退学等の理由により、専

門学校から協力者に１０万円の授業料が返納される場合には、都道府県は協力者

から専門学校を経由して当該返納額全額（１０万円）を返還してもらう必要があ

ります （協力者に最終的に返納される額は０円となる 。。 ）

１２．その他の留意事項

本事業における支援金を協力者が受給することを理由として、専門学校が前年度

に実施していた授業料減免の減免額を減少させ、本事業における支援金を専門学校

の授業料減免減少分に充てることで、支援金の受給対象となる協力者が負担する授

業料の減額分が結果的に前年度と変わらない場合など、支援金が実質的に専門学校

の運営費に充てられていることが判明した場合には、当該専門学校は対象の専門学

校から除外することとしているので注意してください。


